
千歳市市有施設太陽光発電設備導入事業プロポーザル審査委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 千歳市市有施設太陽光発電設備導入事業を実施するに当たり、プロポーザル方

式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者の特定を厳正かつ

公正に行うため、千歳市市有施設太陽光発電設備導入事業プロポーザル審査委員会

（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 審査委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(1) 審査方法及び評価基準に関する事項 

(2) 企画提案書等及びヒアリングの審査及び評価に関する事項 

(3) 受注候補者の特定に関する事項 

(4) その他審査委員会において必要と認めた事項 

 

 （組織） 

第３条 審査委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 (1) 市民環境部長 

 (2) 市民環境部次長、企画部企画課長、市民環境部環境課長、建設部建築課長、建設

部建築設備課長 

２ 委員の任期は、受注者を決定した日までとする。 

 

 （委員長の職務等） 

第４条 審査委員会に委員長を置き、前条（1）をもって充てる。 

２ 委員長は、審査委員会を代表し、審査委員会の事務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理す

る。 

 

 （会議） 

第５条 審査委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。 

２ 会議は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、これを開くことができない。 

 

 （意見の聴取） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聞き、又は資

料の提出を求めることができる。 

 



 （中立の保持） 

第７条 委員は、千歳市市有施設太陽光発電設備導入事業プロポーザルに参加している

者（以下「参加者」という。）に対して、特定の利益又は不利益を与える行為をして

はならない。 

２ 委員は、自己及びその三親等以内の親族が、参加者の理事その他役員を務める場合

は、審査に参与することができない。 

 

 （庶務） 

第８条 審査委員会の庶務は、市民環境部環境課において処理する。 

 

 （守秘義務） 

第９条 審査委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が審査委員会に諮って定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和７年２月18日から施行する。 


